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適用範囲 

１．組織概要 

項 目 詳細 

事 業 所 名 株式会社リバイブ 

所 在 地 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目１０－２０ 

事 業 の 概 要 
機械器具設置工事業、解体工事業 

産業廃棄物収集運搬業、特別産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業 

沿 革 
昭和６０年８月 総合スクラップ加藤商会有限会社 設立 

平成１２年９月 株式会社リバイブ 社名変更 

資 本 金 ２５００万 

従 業 員 数 ４５名 

売 上 高 
２０２０年度 ８億６千万※要確認 

２０２１年度 ８億６千万※要確認 

敷 地 面 積 

延 床 面 積 

敷地面積１１２１．９５㎡ 

事務所延床面積２６１．３６㎡、工場延床面積８６０．５９㎡ 

 

組織図 

 

代表取締役 会長

代表取締役 社長

取締役専務

工場部 総務部 機工部 営業部

管理責任者 内部監査責任者
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２．産業廃棄物処理業に関する情報 

処理業許認可 

分
類 

処理業分類 
中間処理 

収集運搬 
切断 圧縮 

行政 仙台市 仙台市 宮城県 山形県 福島県 岩手県 秋田県 青森県 

許認可番号 05420041942 05450041942 00450041942 00659041942 00757041942 － － － 

許可年月日         

有効期限 R7.6.29 R6.9.30 R6.10.25 R7.11.18 R10.12.8 － － － 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

燃え殻 － － ○ ○ － － － － － 

汚泥 － － ○ ○ － － － － － 

廃油 － － ○ ○ ○ ○ － － － 

廃酸 － － ○ ○ ○ ○ － － － 

廃アルカリ － － ○ ○ ○ － － － － 

ばいじん － － ○ ○ － － － － － 

廃石綿等 － － ○ ○ ○ ○ － － － 

指定下水汚泥 － － ○ － － － － － － 

 

処理業分類 
中間処理 

収集運搬 

切断 圧縮 

行政 仙台市 宮城県 山形県 福島県 岩手県 秋田県 青森県 

分

類 
許認可番号 － － 00400041942 00609041942 00707041942 00300041942 00504041942 00201041942 

許可年月日 － －       

有効期限 － － R8.9.24 R6.10.23 R11.8.30 R6.9.21 R7.3.22 R7.7.5 

産
業
廃
棄
物 

燃え殻 － － ○ － － － － － 

汚泥 － － ○ ○ － ○ ○ ○ 

廃油 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

廃酸 － － ○ ○ － ○ ○ ○ 

廃アルカリ － － ○ ○ － ○ ○ ○ 

廃プラスチック類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

紙くず － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

木くず ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

繊維くず － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

動植物性残さ － － ○ － － － － － 

ゴムくず － － ○ ○ ○ ○ － － 

金属くず（自動車等破砕物を

除く） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ガラスくず・コンクリートくず及

び陶磁器くず 
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

がれき類 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ばいじん － － ○ － － － － － 

石綿含有産業廃棄物 － － ○ ○ － － ○ ○ 

水銀使用製品産業廃棄物 － － ○ ○ － － ○ ○ 
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収集運搬設備概要（青マス：収集運搬車両） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車番 車体の形状 最大積載量 長さ×幅×高さ（ｃｍ） 低公害車、低燃費車対象車

1 15-20 脱着装置付コンテナ専用車 11,100ｋｇ 915×247×287 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

2 21-64 脱着装置付コンテナ専用車 8,200ｋｇ 601×236×254 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

3 59-22 脱着装置付コンテナ専用車 3,900㎏ 607×220×242 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

4 91-24 脱着装置付コンテナ専用車 4,000ｋｇ 605×220×240 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

5 9-29 キャブオーバ 3,850ｋｇ 761×225×249 使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１３年騒音規制車

6 74-84 キャブオーバ 3,250ｋｇ 757×234×250
使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成２８年騒音規制車　平成２７年燃費基準5％向上達成車
マフラー加速騒音規制適用車

7 5-58 キャブオーバ 2,550ｋｇ 849×223×296

8 9-14 キャブオーバ 2,550ｋｇ 846×224×306

9 54-91 キャブオーバ 2,950ｋｇ 769×223×292 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

10 26-54 キャブオーバ 2,700ｋｇ 847×225×295 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

11 69-43 キャブオーバ 2,200ｋｇ 813×226×306
使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成２８年騒音規制車　平成２７年燃費基準10％向上達成車　マフ
ラー加速騒音規制適用車

12 70-75 キャブオーバ 2,100ｋｇ 810×227×304
使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成２８年騒音規制車　平成２７年燃費基準10％向上達成車
マフラー加速騒音規制適用車

13 27-82 キャブオーバ 10,800ｋｇ 977×249×310 使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成28年騒音規制車

14 24-62 キャブオーバ 2,000ｋｇ 469×169×196 使用車種規制（NOｘ・PM)適合

15 22-93 キャブオーバ 2,000ｋｇ 465×170×197 使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１３年騒音規制車　低PM認定車

16 41-70 バン 1,000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１２年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

17 28-28 バン 1000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１２年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

18 2-44 バン 1000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１２年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車　オパシメータ測定

19 9-76 バン 1000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１２年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車　オパシメータ測定

20 97 バン 1000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成１２年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車　オパシメータ測定

21 87-32 バン 1000ｋｇ 469×169×198
平成２７年度燃費基準達成車　使用車種規制（NOｘ・PM)適合　平成２８年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車　オパシメータ測定

22 86-22 ステーションワゴン - 459×169×185 平成２２年度燃費基準25％向上達成車　平成１１年騒音規制車

23 ステーションワゴン - 464×172×185 平成２２年度燃費基準25％向上達成車　平成１１年騒音規制車　マフラー加速騒音規制適用車

24 ステーションワゴン - 440×169×147
ハイブリッド車　令和２年度燃費基準150％達成車　　平成１０年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

25 ステーションワゴン - 440×169×147
ハイブリッド車　令和２年度燃費基準150％達成車　　平成10年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

26 箱型 - 454×176×147
ハイブリッド車　令和２年度燃費基準190％達成車　　平成10年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

27 箱型 - 457×176×147
ハイブリッド車　令和２年度燃費基準190％達成車　　平成10年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

28 箱型 - 488×184×144
ハイブリッド車　令和１２年度燃費基準達成車　平成２８年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

29 ステーションワゴン - 449×174×146
ハイブリッド車　令和１２年度燃費基準達成車　平成２８年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車

30 箱型 - 491×180×145
ハイブリッド車　令和２年度燃費基準150％達成車　平成２８年騒音規制車
マフラー加速騒音規制適用車
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31 100% 28 100%

①平成12年基準低排出ガス車　良☆ 0 0.0% 0 0%

②平成12年基準低排出ガス車　優☆☆ 0 0.0% 0 0%

③平成12年基準低排出ガス車　超☆☆☆ 0 0.0% 0 0%

④平成12年基準超低PM排出ディーゼル車　☆☆☆ 0 0.0% 1 4%

⑤平成12年基準超低PM排出ディーゼル車　☆☆☆☆ 0 0.0% 0 0%

⑥平成17年規制適合車 0 0.0% 2 7%

⑦平成17年基準低排出ガス車　☆☆☆ 0 0.0% 0 0%

⑧平成17年基準低排出ガス車　☆☆☆☆ 0 0.0% 11 39%

⑨平成17年基準低排出ガス重量車　☆ 0 0.0% 0 0%

⑩平成17年基準低排出ガス重量車　★ 0 0.0% 0 0%

⑪平成19年基準適合車　☆☆☆ 0 0.0% 0 0%

⑫平成21年規制適合車 0 0.0% 4 14%

⑬平成28年規制適合車 0 0.0% 0 0%

⑭平成30年度基準適合車　☆☆☆☆☆ 0 0.0% 0 0%

⑮使用車種規制（Noｘ・ＰＭ）適合車 19 61.3% 0 0%

⑯ハイブリッド車 7 22.6% 0 0%

基準適合車計 26 83.9% 18 64%

【低排出ガス車の導入目標】

車両の増車・入替が発生した場合は、全て使用車種規制（Nox・PM）の適合車を導入し、導入率70％以

上を維持する。

運搬車の排ガスレベル

全保有台数

台数（割合）

2024.4.1時点

【参考】台数（割合）

2019.4.1時点
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中間処理能力及び設備概要 

品目 
処理能力 

設備概要 
切断・圧縮 切断 

廃プラスチック類 30.08㌧/日（8時間） － 

アリゲーターシャー 

TKK-DS500‐1800 

株式会社太陽機械工作所 

切断（シャー）１ 

油圧（プッシャー）１ 

電動機（37kw）１ 

油圧ポンプ、作動油タンク１ 

床面 150㎜圧コンクリート舗装 

鋼板敷設 

散水設備設置 

鉄製囲（高さ 4.1ｍ）設置 

木くず － 42.08㌧/日（8時間） 

金属くず 

（自動車等破砕物を除く） 
120.16㌧/日（8時間） － 

ガラスくず・コンクリートくず及

び陶磁器くず 
－ 66.08㌧/日（8時間） 

 

その他の設備 

バックホウ：0.7マグネット仕様×1台 

      0.7解体用つかみ機仕様×1台 

      0.45解体用つかみ機仕様×3台 

      0.25解体用つかみ機仕様×1台 

 

フォークリフト：最大荷重 2.3ｔ仕様×2台 
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処理工程図 

 

産業廃棄物　一連の処理工程 ～

受入量計 1,904,483　kg （100.0　％） 持出量計 1,881,678　kg （100.0　％） 18,809　kg

3,996　kg

切断・圧縮
（42.1　％）

持込： 182,566　kg
引取： 620,174　kg

切断・圧縮
（34.4　％）

持込： 148,668　kg
引取： 506,971　kg

切断
（13.3　％）

持込： 57,760　kg
引取： 196,195　kg

切断
（10.1　％）

持込： 27,124　kg
引取： 165,024　kg

→　安定型埋立

→　再生砕石として建設現場へ販売

→　発生した燃え殻を管理型埋立

金属くず Ａ社
→　製鋼・製錬原料として売却

802,740　kg 796,050　kg （42.3　％）

Ｃ社　他3社/破砕

522,848　kg （27.8　％）

Ｄ社　他1社/破砕

（　2023年　4月 2024年　3月　）

処理前　保管量計

処理後　保管量計

◎廃棄物種類（自社中間処理） ◎持出（売却　又は　処理委託）量

廃プラスチック Ｂ社/圧縮固化

655,639　kg 57,887　kg （3.1　％）
→　製紙工場へRPF材として販売

29,810　kg （1.6　％）

→　焼却処理施設にて燃料化
　　（サーマルリサイクル）

→　安定型埋立

Ｅ社　他2社/破砕

35,355　kg （1.9　％）

Ｆ社　他2社/焼却

0　kg （0.0　％）

→　製紙工場へ燃料として販売

→　発生した燃え殻を管理型埋立

木くず Ｂ社/圧縮固化

253,955　kg 6,038　kg （0.3　％）
→　製紙工場へチップ材として販売

（13.1　％）

Ｆ社/焼却

0　kg （0.0　％）

→　製紙工場へチップ材として販売

→　発生した燃え殻を管理型埋立

Ｇ社　他1社/破砕

245,671　kg

ガラスくず、コンクリー
トくず及び陶磁器くず

Ｃ社　他2社/破砕

192,148　kg 45,028　kg （2.4　％）

→　焼却処理施設にて熱利用
　　（サーマルリサイクル）

Ｊ社/管理型埋立

34,476　kg （1.8　％）

Ｄ社/破砕

19,239　kg （1.0　％）

Ｉ社　他4社/破砕

19,766　kg （1.1　％）

Ｆ社/焼却

0　kg （0.0　％）

Ｈ社/破砕

69,509　kg （3.7　％）

Ｈ社/破砕

0　kg （0.0　％）

→　ボード原料として再生

→　管理型埋立
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実績（単位㌧） 

分類 2021（R3）年度 

2021年 4月～2022年 3月 

2022（R4）年度 

2022年 4月～2023年 3月 

2023（R5）年度 

2023年 4月～2024年 3月 

特別管理産業廃棄物収集運搬 11,894ｋｇ 17，405ｋｇ 5，799ｋｇ 

産業廃棄物収集運搬 1，792，905ｋｇ 2，043，704ｋｇ 1,799,000ｋｇ 

産業廃棄物受託量 2，096，895ｋｇ 1，816，593ｋｇ 1，904，483kg 

産業廃棄物中間処理実績 2，096，895ｋｇ 1，793，306ｋｇ 1，881，678ｋｇ 

※2022年度から受託量と持出量（処理後）を別に集計 

※収集運搬は受託と収集運搬実績は同じ数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 9 

 

産業廃棄物の種類別の実績 

産業廃棄物 受入量・運搬量 

 

産業廃棄物　受入量・運搬量 ～

（kg）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

受入量 51,980 75,710 29,092 59,085 37,450 46,986 49,870 48,656 73,709 41,372 47,373 65,901 627,184

運搬量
（運搬車）

51,980 75,710 29,092 59,085 37,450 46,986 49,870 48,656 73,709 41,372 47,373 65,901 627,184

受入量 45,043 56,866 35,512 54,240 30,830 51,038 47,511 33,928 45,887 30,290 36,567 46,895 514,607

運搬量
（運搬車）

45,043 56,866 35,512 54,240 30,830 51,038 47,511 33,928 45,887 30,290 36,567 46,895 514,607

受入量 14,120 23,630 15,244 27,385 16,630 15,298 17,710 12,838 13,780 12,085 8,945 18,530 196,195

運搬量
（運搬車）

14,120 23,630 15,244 27,385 16,630 15,298 17,710 12,838 13,780 12,085 8,945 18,530 196,195

受入量 24,154 11,100 18,783 18,620 27,327 26,122 17,982 19,035 14,326 7,160 13,016 12,465 210,090

運搬量

（運搬車）
24,154 11,100 18,783 18,620 27,327 26,122 17,982 19,035 14,326 7,160 13,016 12,465 210,090

受入量 15,161 13,520 25,950 33,510 15,350 38,660 11,530 12,860 21,000 9,050 4,760 58,532 259,883

運搬量
（運搬車）

15,161 13,520 25,950 33,510 15,350 38,660 11,530 12,860 21,000 9,050 4,760 58,532 259,883

受入量 464 740 260 622 240 685 274 82 707 158 667 358 5,257

運搬量
（運搬車）

464 740 260 622 240 685 274 82 707 158 667 358 5,257

受入量 310 10 1,130 730 240 1,280 1,010 450 6,800 2,340 310 1,930 16,540

運搬量
（運搬車）

310 10 1,130 730 240 1,280 1,010 450 6,800 2,340 310 1,930 16,540

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13

運搬量

（運搬車）
0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運搬量

（運搬車）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受入量 0 0 0 26 200 781 0 120 430 113 0 655 2,325

運搬量
（運搬車）

0 0 0 26 200 781 0 120 430 113 0 655 2,325

受入量 1,382 221 0 142 1 771 1,240 0 536 180 0 5 4,478

運搬量
（運搬車）

1,382 221 0 142 1 771 1,240 0 536 180 0 5 4,478

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 33

運搬量
（運搬車）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 33

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運搬量

（運搬車）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運搬量
（運搬車）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受入量 0 0 0 0 0 0 60 6 54 170 75 100 465

運搬量
（運搬車）

0 0 0 0 0 0 60 6 54 170 75 100 465

受入量 0 0 0 180 30 0 10 0 3,280 10 90 0 3,600

運搬量
（運搬車）

0 0 0 180 30 0 10 0 3,280 10 90 0 3,600

受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運搬量

（運搬車）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受入量 152,614 181,797 125,971 194,540 128,298 181,621 147,197 127,975 180,522 102,928 111,808 205,399 1,840,669

運搬量
（運搬車）

152,614 181,797 125,971 194,540 128,298 181,621 147,197 127,975 180,522 102,928 111,808 205,399 1,840,669

2024年

引火性廃油

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

木くず

ｶﾞﾗｽくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び

陶磁器くず

がれき類

水銀使用製品

産業廃棄物

繊維くず

廃酸

廃電池類
（分級）

2024年　3月　）（　2023年　4月

種類計

紙くず

月別系

石綿含有
産業廃棄物

廃ｱﾙｶﾘ

廃油

汚泥
（乾電池含む）

強酸
（廃ﾊﾞｯﾃﾘｰ）

廃石綿等

金属くず

種類 運搬方法
処理実績

2023年
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産業廃棄物 受入量・処分量・処分後の産業廃棄物の持出先及び処分方法ごとの処分量 

 
 

廃棄物の処理料金 

運搬距離、廃棄物内容、回収形態等により、都度見積もりをおこなう。 

  

～

（kg）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 （保管量） 持出量

68,588 81,400 42,694 67,556 43,976 62,261 59,627 70,735 85,657 49,861 56,663 113,722

処分量
［切断・圧縮］

小計 68,588 81,400 42,694 67,556 43,976 62,261 59,627 70,735 85,657 49,861 56,663 113,722 （6,690） 796,050

58,426 69,466 46,399 63,551 42,784 59,030 60,107 45,468 64,157 38,151 47,427 60,673

小計 58,426 69,466 46,399 63,551 42,784 59,030 60,107 45,468 64,157 38,151 47,427 60,673 （9,739） 645,900

圧縮固化 5,936 3,895 4,137 2,906 4,798 4,937 6,123 4,899 6,345 3,792 5,890 5,965 （1,736） 57,887

破砕
→焼却

49,450 54,591 38,312 54,585 36,126 46,383 48,124 35,459 48,042 31,609 36,787 49,998 （6,618） 522,848

破砕
→埋立

2,040 3,975 2,210 4,530 - 5,700 3,520 600 2,980 1,140 1,830 1,920 （635） 29,810

破砕 1,000 7,005 1,740 1,530 1,860 2,010 2,340 4,510 6,790 1,610 2,920 2,790 （750） 35,355

破砕→焼却→

燃えがら埋立
- - - - - - - - - - - - - -

19,577 27,355 19,435 32,171 22,633 17,575 21,675 15,735 23,640 16,638 15,228 22,293

小計 19,577 27,355 19,435 32,171 22,633 17,575 21,675 15,735 23,640 16,638 15,228 22,293 （2,246） 251,709

圧縮固化 - 4,680 1,540 - - - - - - - - - （182） 6,038

破砕 19,577 22,675 17,895 32,171 22,633 17,575 21,675 15,735 23,640 16,638 15,228 22,293 （2,064） 245,671

破砕→焼却→

燃えがら埋立
- - - - - - - - - - - - - -

19,704 14,001 15,677 20,123 15,389 22,014 21,128 16,001 12,265 8,953 14,581 12,312

小計 19,704 14,001 15,677 20,123 15,389 22,014 21,128 16,001 12,265 8,953 14,581 12,312 （4,130） 188,018

破砕
→焼却

4,835 6,175 2,102 3,370 2,892 5,242 8,594 1,945 4,270 1,665 3,653 1,837 （1,552） 45,028

破砕→
粉砕､乾燥､焼成

9,045 3,130 3,800 8,190 6,060 8,590 8,099 9,125 3,705 3,865 4,000 3,380 （1,480） 69,509

破砕
→埋立

3,104 885 1,050 2,678 1,540 1,272 910 947 1,215 1,718 2,973 1,190 （243） 19,239

破砕 490 1,656 6,450 1,480 1,010 4,080 1,150 2,020 690 90 480 590 （420） 19,766

破砕→焼却→

燃えがら埋立
- - - - - - - - - - - - - -

管理型
埋立

2,230 2,155 2,275 4,405 3,887 2,830 2,375 1,964 2,385 1,615 3,475 5,315 （435） 34,476

166,295 192,222 124,205 183,402 124,782 160,880 162,537 147,939 185,719 113,603 133,899 209,000

332,590 384,444 248,410 366,803 249,564 321,760 325,074 295,878 371,438 227,206 267,798 418,000 （22,805） 1,881,678

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

受入量

処分量
［切断・圧縮］

産業廃棄物　受入量・処分量・処分後の産業廃棄物の持出先及び処分方法ごとの処分量

種類
受入量

処分量（保管量+持出量）

処理実績

2023年 2024年

2024年　3月　）（　2023年　4月

種類計

655,639

802,740

金属くず

受入量

月別計
受入量

処分量（保管量+持出量）

1,904,483

木くず

受入量

処分量
［切断］

ｶﾞﾗｽくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄくず

及び
陶磁器くず

受入量

処分量
［切断］

192,148

253,955
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３．みちのく EMSに関連した情報 

みちのく EMS登録情報 

項目 詳細 

認証年月日 2008年４月 28日 

認証登録番号 08001 

有効期間 2023年 12月 31日 

登録範囲（サイト） 本社、資材置場（宮城県仙台市宮城野区仙台港北 2丁目 10番地の 20）及び

現場 

適用業務 機械器具設置工事業、解体工事業 

産業廃棄物収集運搬業、特別産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業 

環境報告書の対象期間及び

発行日 

運用期間サイクル：毎年 4月～3月 

環境報告書の発行時期：毎年 8月ごろ 

運用管理体制 最高責任者：代表取締役社長 

管理責任者：髙橋太 

内部監査責任者：堀越直子 

法規制担当者：髙橋太 

担当窓口：近藤 桃花 
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環境方針 

環 境 方 針 
 

R・アールの時代に向け、廃棄物の鑑定人として環境保護に取り組みます。循環型社

会の一員として機械器具設置工事・撤去解体工事、産業廃棄物の収集運搬・中間

処理を推進し、順守義務を満たした適正かつ安全・確実な一貫した工事及び処理業

務を行います。工事業と産業廃棄物の処理業の融合により地域社会や組織の発展

と廃棄物の再資源化に貢献します。また、「5R」（Reduce、Reuse、Recycle、

Refine、Reconvert to Energy）を周知し、業務における汚染の防止を徹底します。

環境パフォーマンスの向上をみちのく EMSの継続的改善にて達成し、地域社会の一

員として信頼を得られる企業を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年 8月 1日 

 株式会社リバイブ 

 

 代表取締役社長 田中 賢 
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環境目標 

 
 

CO2排出係数 

軽油 2.619 温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 

ガソリン 2.32 温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 

灯油 2.489 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 

電気 0.528 電気事業者別排出係数一覧平成３１年提出用 

ガス 3 温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 

 

 

 

  

適切な機械

職長の管理能力

要員の意識と協力

【部門】

機工部

【統括責任】

専務取締役

【実施責任者】

各部門長

各年度中
パフォーマンス評

価表で評価
2022年 99.95

2023年 99.96

①パトロールでの確認事項の情報共有　②現場での環境保護実施　③パ

トロールの実施　④パトロールでの指摘事項への対応　⑤指摘事項の情

報共有

現場での環境保護

環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙの結果 99.93

2021年 99.94

達成確認

評価方法
実施事項(日程含む） 必要な資源

部門

責任者

達成

期限

パフォーマンス評

価表で評価
2022年 301,136

①処理設備車両の保守点検　②分別強化　③分別排出の指導　④エコド

ライブ　⑤重機の入替え

2023年 298,064
①処理設備車両の保守点検　②分別強化　③分別排出の指導　④エコド

ライブ　⑤車両の更新

作成

2021/4/1 2021/4/1

①処理設備車両の保守点検　②分別強化　③分別排出の指導　④エコド

ライブ　⑤LED照明（工場天井）

保守点検予算

要員の意識と協力
各年度中

【部門】

工場部/機工部

総務部/営業部

【統括責任】

専務取締役

【実施責任者】

各部門長

2021～2023年(R3~R6)

2021年4月～2024年3月

承認

環境目標達成計画表

二酸化炭素排出量の

削減

kg-CO2/年

2020年度基準

2021年度-1%

2022年度-2%

2023年度-3%

307,282

目標
基準年

2020年度
各年度目標値

2021年 304,209

水の使用量削減

㎥/年

2020年度基準

2021年度-1㎥

2022年度-2㎥

2022年度-3㎥

284

2021年 283

①節水活動　②井水の利用　③粉塵対策の散布を効率的に行う

パフォーマンス評

価表で評価
2022年 101

2023年 100

要員の意識と協力 各年度中

102 【部門】

工場部/総務部

営業部

【統括責任】

専務取締役

【実施責任者】

各部門長

①満杯になるまで捨てない　②私物は持ち帰りを原則化

パフォーマンス評

価表で評価
2022年 282

2023年 281

要員の意識と協力 各年度中

【部門】

工場部/機工部

総務部/営業部

【統括責任】

専務取締役

【実施責任者】

各部門長

産業廃棄物の排出量

の削減

単純焼却埋立率

2021年度0.1%

2022年度0.2%

2023年度0.3%

4.84%

事業系一般廃棄物の

排出量の削減

枚/年

2020年度基準

2021年度-1枚

2022年度-2枚

2023年度-3枚

103

2021年

各年度中
パフォーマンス評

価表で評価
2022年 4.64%

2023年 4.54%

2021年 4.74%

要員の意識と協力

【部門】

工場部/機工部

総務部/営業部

【統括責任】

専務取締役

【実施責任者】

各部門長

①分別の徹底　②分別指導　③出荷先の開拓
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2023年度活動実績 

目標 目標値 実施事項(日程含む） 実績 評価 

二酸化炭素排出量の

削減 

kg-CO2/年 

298,064 

①処理設備車両の保守点検 ②分別強化 ③

分別排出の指導 ④エコドライブ ⑤LED 照

明（工場天井） 

297,959 達成 

水の使用量削減 

㎥/年 
281 

①節水活動 ②井水の利用 ③粉塵対策の散

布を効率的に行う 
260 達成 

事業系一般廃棄物の

排出量の削減 

枚/年 

100 
①満杯になるまで捨てない ②私物は持ち帰

りを原則化 
98 達成 

産業廃棄物の排出量

の削減 

単純焼却埋立率 

4.54% ①分別の徹底 ②分別指導 ③出荷先の開拓 4.45％ 達成 

現場での環境保護 

環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙの結果 
99.96 

①パトロールでの確認事項の情報共有 ②現

場での環境保護実施 ③パトロールの実施 

④パトロールでの指摘事項への対応 ⑤指摘

事項の情報共有 

99.97 達成 

 

活動の評価 

二酸化炭素排出量の削減について 

２０２３年度は前年度より受託量が増加したため、処理に関するエネルギーの使用量が比例して増加したが、目標値内

に収めることができた。 

 

水の使用量削減について 

水の使用量に関しても、節水意識が継続しており、目標を達成することができた。 

 

事業系一般廃棄物の排出量の削減について 

事務所からの廃棄物は不要書類の廃棄を含めて目標値内におさまった。 

 

産業廃棄物の排出量の削減について単純焼却埋立率 

２０２３年度は前年度より受託量が増加したが、分別の工夫や出荷先の見直しによって単純焼却埋立率は目標値内に

収めることができた。 

 

現場での環境保護について 

現場での環境対策は元請の管理下での作業を行い、作業管理の徹底に努め目標を達成することができた。 
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次年度の課題及び活動（2024年度） 

目標 
基準年 

2023 年度 
各年度目標値 実施事項(日程含む） 

二酸化炭素排出

量の削減 

kg-CO2/年 

2023 年度基準 

2024 年度-1% 

2025 年度-2% 

2026 年度-3% 

297,454 

2024

年 
294,479 

①処理設備車両の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 ④エ

コドライブ ⑤LED 照明 

2025

年 
291,505 

①処理設備車両の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 ④エ

コドライブ ⑤車両の更新 

2026

年 
288,530 

①処理設備車両の保守点検 ②分別強化 ③分別排出の指導 ④エ

コドライブ ⑤車両の更新 

水の使用量削減 

㎥/年 

2023 年度基準 

2024 年度-1 ㎥ 

2025 年度-2 ㎥ 

2026 年度-3 ㎥ 

260 

2024

年 
259 

①節水活動 ②井水の利用 ③粉塵対策の散布を効率的に行う 
2025

年 
258 

2026

年 
257 

事業系一般廃棄

物の排出量の削

減 

枚/年 

2023 年度基準 

2024 年度-1 枚 

2025 年度-2 枚 

2026 年度-3 枚 

98 

2024

年 
97 

①満杯になるまで捨てない ②私物は持ち帰りを原則化 
2025

年 
96 

2026

年 
95 

産業廃棄物の排

出量の削減 

単純焼却埋立率 

2023 年度基準 

2024 年度 0.1% 

2025 年度 0.2% 

2026 年度 0.3% 

4.45% 

2024

年 
4.35% 

①分別の徹底 ②分別指導 ③出荷先の開拓 
2025

年 
4.25% 

2026

年 
4.15% 

現場での環境保

護 

環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙの結

果 

99.97 

2024

年 
99.98 

①パトロールでの確認事項の情報共有 ②現場での環境保護実施 

③パトロールの実施 ④パトロールでの指摘事項への対応 ⑤指摘

事項の情報共有 

2025

年 
99.99 

2026

年 
100 

 

算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（令和 5年度）：軽油 2.62tCO2/kl、ガソリン

2.29tCO2/kl、灯油 2.5tCO2/kl、ガス 2.99tCO2/t （https://ghg-

santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran_2023_rev4.pdf） 

 

電気事業者別排出係数一覧（令和 6年度提出用）リコージャパン（株）0.000468（https://ghg-

santeikohyo.env.go.jp/files/calc/r06_denki_coefficient_rev9.pdf）    
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順守義務への取組み状況 

当社の事業活動に制約を受ける環境関連法規制等については、適用される順守義務の調査を 2023年 4月 4日に

行い、法律その他の規制一覧表に登録した。順守評価を 2024年 2月 23日に下記の対象業務にて行った結果、違

反はなかった。また、関係機関等からの違反の指摘・苦情・訴訟はなかった。 
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法律その他の規制一覧表 

承認 評価者 

  

評価日 2024 年 2 月 23 日 対象業務 工場作業、収集運搬業務、21002585レジリエ

ント ICT 研究センター機械設備改修工事 

Ｖｅｒｓｉｏｎ：2023/4/4 

21002585 レジリエント ICT 研究センター機械設備改修工事（現場作業） 

順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

廃棄物 

処理法 

産業廃棄物の委託

処理 

汚でい、廃油、廃ﾌﾟ

ﾗ、建設木くず、建

設紙くず、建設繊

維くず、金属くず、

ｶﾞﾗｽくず及び陶磁

器くず、がれき類、

ｺﾞﾑくず、ｺﾝｸﾘｰﾄ破

片、水銀使用製品

廃棄物など 

下請業務では廃棄物の処分の関してのﾏﾆﾌｪｽﾄを発行

してないこと（元請業者が排出事業者） 
✓ ○  

自社が元請となる場合 

委託先の許可確認 

・収集運搬及び処分業者の許可証の確認 

・中間処理場等の現地確認 

・施設能力等の公開情報の確認（処分状況の確認） 

   

委託契約の締結 

・委託契約書の内容確認（委託金額、産業廃棄物の種

類、性状、性状等変更情報の伝達方法等） 

✓ ○  

ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付義務と管理 

・適合ﾏﾆﾌｪｽﾄを使用 

・回収・照合（発行後 B2,D 票 90 日 E 票 180 日以内） 

・A,B2,D,E 票保管(5 年間） 

・未回収戻り票の報告 

・「交付状況報告」（前年度実績、毎年 6 月 30 日までに） 

✓ ○  

・「処理困難通」の受理 

・通知受理日より 30 日以内に規則様式第 4 号による措

置内容等報告書（知事への報告） 

   

現場保管 

野外焼却の禁止 

保管場所設置看板表示内容、看板の大きさ規定あり（縦

横 60ｃｍ） 

積み上げ高さの厳守、雨、風、悪臭発生に対する養生 

   

特別管理産業廃棄

物（特に解体工事

における廃石綿

等） 

事業所設置届出 

特管物管理者届出 

【特管物管理責任者】 

特管物排出報告書 

   

多量排出事業者 産

業廃棄物 1000ｔ／年

以上を生ずる事業者 

・産業廃棄物減量化計画を作成し、知事に提出 

・期間、管理体制、抑制、分別、再生利用、処理に関す

る事項 

   

ﾘｻｲｸﾙ法 

解体・外構工事 

土砂、ｺﾝｸﾘｰﾄの

塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘ

ｰﾄの塊、木材 

・発生抑制（施工方法、資材選択） 

・再利用、再生利用、再資源化努力 

・再資源利用計画書・実施書の作成（様式１） 

・再資源利用促進計画書・実施書の作成（様式２） 

   

再生資源

利用省令 

解体・外構工事 

指定副産物 

・体積が 1000ｍ3 以上である

土砂 

・重量が 500ｔである砕石 

・重量が 200ｔ以上である加

熱 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 

指定建設資材と再生資源の利用量の把握等による計画

の作成と実施記録の保存(1 年間） 

・再資源利用計画書・実施書の作成（様式１） 

・再資源利用促進計画書・実施書の作成（様式２） 

   

指定副産

物利用促

進省令 

解体・外構工事 

指定副産物 

・体積が 1000ｍ3 以上である

建設発生土 

・重量が 200ｔ以上であるｺﾝｸ

ﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ 

･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 、建設発生木材 

指定副産物に係る搬出量と再資源化施設への搬出量等

計画の作成 

・再資源利用計画書・実施書の作成（様式１） 

・再資源利用促進計画書・実施書の作成（様式２） 

   

建設 

ﾘｻｲｸﾙ法 

・解体工事-80 ㎡

以上 

・修繕・模様替工事

-１億円以上 

・発注者への書面による計画等説明 

・工事着手する日の７日前までに必要事項を都道府県

知事に届け出 

・発注者へ書面による完了報告 

・分別解体等 

・再資源化等の促進 

・再生資源の使用 
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順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

容器包装        

ﾘｻｲｸﾙ法 

一般廃棄物である

容器包装廃棄物を

対象とする 

現場事務所の自動販売機等の缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等の分類    

家電 

ﾘｻｲｸﾙ法 

ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ含）、ｴｱｺ

ﾝ、電気冷蔵庫及び冷凍庫、

電気洗濯機、衣類乾燥機 

指定業者による処分 

領収証 
   

小型家電 

ﾘｻｲｸﾙ法 
ﾊﾟｿｺﾝ、携帯電話、ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙｶﾒﾗ、ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ等々 指定業者による処分    

廃ＰＣＢ

特措法 

ＰＣＢ廃棄物 
※2019 年 12 月：PCB

濃度 0.5％～10％の可

燃性汚染物等を無害化

処理認定制度の対象

（低濃度）とする改正 

所有者は、毎年度 6/30 までに保管･処理の状況を届出 

保管等の届出（規則様式第 1 号）【特管物管理責任者】 
   

建設廃棄物

処理指針

（平成 22 年

度版） 

汚でい、廃油、廃ﾌﾟﾗ、建

設木くず、金属くず、ｶﾞﾗ

ｽくず建設廃材、ｺﾞﾑく

ず、ｺﾝｸﾘｰﾄ破片など 

収集運搬業者、処分業者の許可証確認、処分状況確認

（中間処理場、最終処分場の確認等） 

ﾏﾆﾌｪｽﾄに基づく適正処理の実施 

   

建設副産

物適正処

理推進要

綱 

建設発生土、建設

副産物 

・発注者との連絡調整・管理及び施工体制の整備・協力

業者の指導等 

・｢再生資源利用計画｣｢再生資源利用促進計画｣の作

成・実施状況の記録を１年間保管 

   

建設汚泥

の再生利

用に関す

るｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ等 

建設汚泥を建設資

材として利用する

場合土壌の汚染に

係る環境基準に適

合しないものは､適

用範囲外 

利用にあたって､適切な調査･設計･施工及び管理を行う

ﾘｻｲｸﾙの結果を確認し､記録を保管 

建設汚泥の工事間利用に関する確認書 

建設汚泥再生利用計画書 

建設汚泥ﾘｻｲｸﾙ伝票 

建設汚泥再資源化等実績書 

   

石綿含有廃

棄物等 

処理ﾏﾆｭｱﾙ

（第 2 版） 

現場保管及び搬出時 

石綿含有廃棄物 

・あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これに準

じた措置を講じた後、耐水性材料で 2 重にこん包 
   

騒音規制法 

仙台市公害

防止条例 

特定建設作業 

適用指定地域 

杭打ち機、びょう打機、

削岩機、空気圧縮機 

市町村へ事前確認 

知事へ７日前までに届出書 

低騒音型の重機の使用 

   

振動規制法 

仙台市公害

防止条例 

適用指定地域 

特定建設作業 

市町村へ事前確認 

知事へ７日前までに届出書 

低騒音型の重機の使用 

   

建築基準

法 

内装仕上げ・換気設備

及び天井裏等の工事 

空調設備工事 

（石綿含有建材） 

（ｸﾛﾙﾎﾟﾘﾎｽ添加建材） 

石綿含有建材の使用を使用していない事 

ｸﾛﾙﾎﾟﾘﾎｽ添加建材の使用していない事 
   

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞに関

する規制 

・内装仕上げの規制の確認 

・換気設備の義務付 

・天井裏等の制限 

   

大気汚染

防止法 

特定粉じん等排出作業 

解体・改修工事に伴う

「全ての石綿含有建材」

の除去作業 

・作業開始 14 日前までに知事に計画書を提出 

・作業基準（則１６条の４） 

・事前調査結果記録の作成、保存、知事へ報告、下請

負人へ説明、掲示（A3 サイズ 42 ㎝×29.7 ㎝）以上 

・発注者への作業終了報告 

   

建築物等の解体、改造、

又は補修作業の伴う建

設工事「特定粉じん等排

出作業」の伴う建設工

事：「特定工事」 

【法 18 条の 17-1.3.4】・建設工事の受注者は、特定工事

に該当するか否かを調査し、発注者に書面で報告 

【法 18 条の 15】・「特定工事」の発注者は、作業開始 14

日前までに知事に届出 

   

建設業に係る

特定地域にお

ける自動車排

出窒素酸化物

の排出の抑制

を図るための

指針 

協力会社の持ち込

み車両など 

ﾏｲ ｸﾛﾊ ﾞ ｽ 、貨物

車、ｸﾚｰﾝ車、ｺﾝｸﾘ

ｰﾄﾐｷｻｰ車など 

持ち込み車両が窒素酸化物の排出基準に適合・自動車

検査証確認記録 

自動車使用の合理化および効率化、運転者への教育、

輸送手段改善、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行 

・「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法ｽﾃｯｶｰ制度」（平成 20 年 1 月 1

日施行） 

✓ 〇  
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順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

ｵﾌﾛｰﾄﾞ

法 

協力会社の持ち込

み建設機械など 

・適合証明 

・平成 18 年 4 月施行前販売証明 

・「2011 年規制」 新車規制で平成 23年 10 月以降 

   

排出ｶﾞｽ対策

型建設機械普

及促進規程 

協力会社の持ち込み建設機

械など一般工事用（ﾊﾞｯｸﾎｳ、

ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ、発動発電機等） 
排出ｶﾞｽ対策型であることの確認    

ｵｿﾞﾝ層保

護法 

解体工事、改修工事におけ

る空調設備、消火設備等 

特定物質 （ＣＦＣ等） を使用

する設備 からの排出抑制 

専門業者による回収・破壊 

・特定物質使用設備の有無確認記録 
✓ 〇 他社で回収 

ﾌﾛﾝ排出

抑制法 

解体工事（改修工

事） 

・解体前にフロン類機器設置有無を確認、発注者に書

面説明、記録 3 年間保存義務 

・機器の廃棄を委託された場合「委託確認書」の受理と

写しの保存及びﾌﾛﾝ回収業者の「引取証明書」の受理と

写しの保存（3 年間） 

・行程管理表による管理 

✓ 〇 他社で回収 

第 1 種特定製品の

使用 

ｴｱｺﾝ付きのﾊﾞｯｸﾎｳの簡易点検など 

・整備点検記録の保管 
   

建築物の解体

等に係る石綿

飛散防止対策

ﾏﾆｭｱﾙ 2011 

解体・改修工事に

伴う石綿等の除去

作業等 

作業計画 

【作業主任者】 

測定記録 

排出の抑制に努めるとともに､国及び地方公共団体の 

施策に協力 

✓ 〇  

労働安全衛生法

第 28条第 1項

に基づく建築物

等の解体等の作

業での労働者の

石綿ばく露防止

に関する技術上

の指針 

建築物解体等での

石綿ばく露防止 

事前調査、石綿除去・隔離等の措置、集じん・排気装置

の稼働状況確認、呼吸用保護具等の選定、漏洩の監

視、器具・保護衣の扱い、石綿含有廃棄物の扱い等 

✓ 〇  

道路 

交通法 

道路の使用 道路使用許可の取得    

社用車の運転 運転前・運転後のアルコールチェック ✓ 〇  

高圧ｶﾞｽ

保安法 

高圧ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ使用 

溶接又は熱切断用高圧ｶﾞｽ

の保安基準等 

内容積 2ℓ以下ﾎﾞﾝﾍﾞやｺﾝﾌﾟ

ﾚｯｻｰ内ﾎﾞﾝﾍﾞなどは除く 

危険時の措置と届出 

転倒防止対策の実施 
   

建設工事公衆

災害防止対策

要綱（建築・土

木） 

工事全般、解体工事 

【粉塵対策】建設工事の施工

に当たって、 公衆に危害、

迷惑を及ぼすおそれのある

地域 

粉塵対策    

労働安全

衛生法 

解体・改修工事に伴う｢石綿

等｣の除去作業 

（石綿障害予防規則） 

飛散性及び保温材等の解

体、封じ込め・囲い込みを含

む除去作業 

ﾚﾍﾞﾙ１の場合 
（石綿含有吹き付け材） 

・作業計画の策定と作業主任者の選任 

・事前調査結果等の届出 

・前室-洗身室-更衣室を連接して設置すること 

・電動ファン付呼吸器等使用 

・作業環境測定・健康診断（6 ｹ月以内ごとに 1 回）等 

・記録の保存（40 年間） 

   

解体・改修工事に伴う｢石綿

等｣の除去作業 

（石綿障害予防規則） 

全ての石綿含有建材の飛散

性及び保温材等の解体、封

じ込め・囲い込みを含む除去

作業 

ﾚﾍﾞﾙ 2 の場合 
（石綿含有保温材・耐火被覆

材・断熱材） 

・作業計画の策定と作業主任者の選任 

・事前調査結果等の届出 

・前室-洗身室-更衣室を連接して設置すること 

・電動フアン付呼吸器等使用 

・作業環境測定・健康診断（6 ｹ月以内ごとに 1 回）等 

・記録の保存（40 年間） 

   

解体・改修工事に伴う｢石綿

等｣の除去作業 

（石綿障害予防規則） 

全ての石綿含有建材の飛散

性及び保温材等の解体、封

じ込め・囲い込みを含む除去

作業 

レベル３ 
（成形板等の石綿含有建材） 

・けい酸カルシウム板 1 種（破砕時） 

・仕上げ塗材を電動工具で除去する場合、ビニルシート

で隔離し湿潤 

・負圧は不要 

✓ 〇  

特別教育 

技能講習 

など 

・研削砥石、・小型移動式ｸﾚｰﾝ、・玉掛け 

・ｶﾞｽ溶断、・ｱｰｸ溶接、・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

・車両系建設機械（整地・解体） 

✓ ○  
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順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

現場での

作業 

危険を伴う作業 

保護具について 
適切な保護具の着用 ✓ ○  

新型コロ

ナウイル

ス感染症

対策の基

本的対処

方針 

感染予防 

・3 密を避ける 

・換気、手洗い、咳エチケット等の感染防止行動 

・感染予防 

✓ 〇  

作業所で

同意する

その他の

要求事項 

廃棄物の発生抑

制、ｸﾞﾘｰﾝ製品の

使用に関する仕様

あり 

仕様書    

時間外の作業 
・時間外での作業は事前に連絡する 

・19 時以降禁止 
✓ ○  

その他の要望     

受動喫煙防止法 屋内は原則的に全面禁煙 ✓ ○  
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収集運搬 

順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

廃棄物 

処理法 
業務管理 

・許認可の維持 

・許認可物のみの受入れ（運搬） 

・産業廃棄物の収集運搬車両の登録 

・産業廃棄物の収集運搬車両であることの識別表示 

・車検（年次点検） 

・飛散防止 

・収集運搬の委託契約 

・ﾏﾆﾌｪｽﾄの管理 

・収集運搬の実績報告 

✓ ○  

道路 

交通法 

道路環境保全 

適正運行 

・過積載防止 

・違反がないこと 
✓ ○  

アルコールチェック ・運転前・運転後に検出されない事 ✓ 〇  
建設業に係る

特定地域にお

ける自動車排

出窒素酸化物

の排出の抑制

を図るための

指針 

協力会社の持ち込み

車両など 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ、貨物車、ｸ

ﾚｰﾝ車、ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ

ｰ車など 

持ち込み車両が窒素酸化物の排出基準に適合・自動車検査証

確認記録 

自動車使用の合理化および効率化、運転者への教育、輸送手

段改善、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行 

・「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法ｽﾃｯｶｰ制度」（平成 20年 1月 1日施行） 

  

 

 

中間処理（工場作業） 

順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

廃棄物 

処理法 

業務管理 

・許認可の維持 

・許認可物のみの受入れ（中間処理） 

・許認可関係の看板設置 

・保管上限の厳守 

・契約締結 

・ﾏﾆﾌｪｽﾄの管理 

・処分の実績報告 

・設備の維持管理 

✓ ○  

2 次委託 

・契約締結 

・処分先の工場の確認 

・許可証の取り寄せ 

・ﾏﾆﾌｪｽﾄ発行と回収 

・ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付状況の実績報告 

✓ ○  

容器包装        

ﾘｻｲｸﾙ法 

一般廃棄物である容

器包装廃棄物を対象

とする 
事務所の自動販売機等の缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等の分類 ✓ ○ 

 

家電 

ﾘｻｲｸﾙ法 

ﾃﾚﾋﾞ（液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ含）、ｴｱｺ

ﾝ、電気冷蔵庫及び冷凍庫、

電気洗濯機、衣類乾燥機 

指定業者による処分 

領収証 
✓ ○  

小型家電 

ﾘｻｲｸﾙ法 
ﾊﾟｿｺﾝ、携帯電話、ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙｶﾒﾗ、ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ等々 指定業者による処分   廃棄無し 

高圧ｶﾞｽ

保安法 

高圧ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ使用 

溶接又は熱切断用高圧ｶﾞｽ

の保安基準等 

内容積 2ℓ以下ﾎﾞﾝﾍﾞやｺﾝﾌﾟﾚ

ｯｻｰ内ﾎﾞﾝﾍﾞなどは除く 

危険時の措置と届出 

転倒防止対策の実施 
✓ ○ 

 

ﾌﾛﾝ排出

抑制法 

回収業務 

・機器の廃棄を委託された場合「委託確認書」の受理と

写しの保存及びﾌﾛﾝ回収業者の「引取証明書」の受理と

写しの保存（3 年間） 

・行程管理表による管理 

✓ ○ 

 

第 1 種特定製品の使用 
ｴｱｺﾝ付きのﾊﾞｯｸﾎｳの簡易点検など 

・整備点検記録の保管 
✓ ○ 

 

古物 

営業法 
業の許可 

・有価物の買取 

・業の許可の維持 
✓ ○ 

 

下水道法 下水道の使用 ・適正使用 ✓ ○  
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順守義務 適用条件 実施事項 適用 評価 指摘・備考等 

労働安全

衛生法 

重機の使用 ・特定自主検査、月例点検、始業前点検 ✓ ○  

特別教育 

技能講習 

など 

・研削砥石 

・小型移動式ｸﾚｰﾝ 

・玉掛け 

・ｶﾞｽ溶断 

・ｱｰｸ溶接 

・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

・車両系建設機械（整地・解体） 

✓ ○  

ｵﾌﾛｰﾄﾞ

法 
重機の使用 

・適合証明 

・平成 18 年 4 月施行前販売証明 

・「2011 年規制」 新車規制で平成 23年 10 月以降 

✓ ○  

消防法 

（危政令） 

少量危険物の貯

蔵・取扱の基準 

指定数量 

第 2 石油類 灯油、軽油等：1000L  

第 4 石油類 ｼﾘﾝﾀﾞｰ油等 6000L 

市町村条例（火災予防条例）で定める 

指定数量の１／５以上、指定数量未満の場合､あらかじ

め消防長 (消防署長)に届け出 

✓ ○  

火気の使用 

電気・ｶﾞｽによる溶

接、溶断作業 

市町村条例（火災予防条例）で定める 

火災防止 
✓ ○  

指定可燃物の取扱い 

木材加工品及び木く

ず：10ｍ3 以上等 

市町村条例（火災予防条例）で定める。（準則）指定数量

の 5 倍以上の場合､あらかじめ消防長（消防署長）に届

け出 

✓ ○  

計量法 ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙの使用 ・2 年に 1 回の校正点検 ✓ ○  

都市 

計画法 
処理場設置 処理場設置の許認可（設備の維持） ✓ ○  

建築 

基準法 
処理場設置 処理場設置の許認可（設備の維持） ✓ ○  

出荷先 

条件 
処理後物の出荷 ・出荷先の受入基準（条件） ✓ ○  

  



p. 23 

 

内部監査・外部監査の報告 

内部監査  ： 2023年 8月 9日 指摘事項なし 

監査場所  ： 本社、工場、現場 

適用規格  ： みちのくEMS（第3版） 2016年10月7日 

みちのく EMS（第 3版）エコアクション 21産業廃棄物処理業者の相互認証附属書 

2020年 6月 30日 

対象業務  ： 機械器具設置工事、解体工事 

産業廃棄物収集運搬業、特別産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理 

監査チーム ： 内部監査員 2名（みちのく EMS内部監査員養成講座修了） 

 

外部審査 

名称  ：優良産廃規格定期サーベイランス 

監査日  ：2023年 11月 14日  

監査結果  ：指摘事項なし 

   

マネジメントレビュー 

全体評価 

現在の EMSを今後も継続していくことで二酸化炭素の排出量の削減に貢献できる。よって、来年度もこのシステムを

継続し、環境パフォーマンスの向上、順守義務への適合、目標の達成に向けて推進する。 

 

見直し評価 

環境方針は現在のものを継続する。活動指針については上記記載の通り策定した目標に取り組んでいく。 

 

コミュニケーション 

2023年 5月 11日 大樹生命 異業種交流会 

2023年 5月 19日 東北経済懇話会 総会 

2023年 5月 26日 宮城県産業資源循環協会 総会 

2023年 6月 2日 宮城県フロン回収事業協会 総会 

2024年 1月１７日 宮城県産業資源循環協会 賀詞交歓会 

2024年 1月 18日 宮城県フロン回収事業協会 シンポジウム 

2024年 1月 30日 仙台青年会議所新年式典 

2024年 2月 15日 廃棄物セミナー 

 

他 宮城県フロン回収事業協会役員会（隔月） 

   宮城県産業資源循環協会役員会（定期） 

 

以上 


